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９．都市公園等整備事業に係る財源

○公園事業の財源構成

○地方財政措置

区 分 財政措置

１ 一般公共事業

（公 園）

補助事業にかかる地方負担分

（一般会計債）

充当率： ９０％

２ 一般単独事業

（一般事業）

地方単独事業として行う社会資本整備重点計画
に位置付けられる都市公園等の整備事業

（一般会計債）

充当率：県、市町村７５％

県単独都市公園整備事業費、県単独都市公園維持管理費

工事費

[県] 
負担 100% 

一般財源

100

県単独都市公園施設整備費

工事費

[県] 
負担 100% 

75

一般財源

25

公共事業等債

公園総合交付金

事業費（工事費）

[県] 
負担 40% 

[国] 
交付金 50% 

90

一般財源

10

公共事業等債

[国] 
交付税 10%

財源対策債分

40

本来分

50

90%の内訳  本来分    50% 
       財源対策債分 40%（交付税50%）


